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議 案 第 ２ 号

令 和 ６ 年 度 八 戸 市 一 般 会 計 予 算

令和６年度八戸市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（継 続 費）

第２条 地方自治法第 条第 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

（地 方 債）

第４条 地方自治法第 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表

地方債」による。

第５条 地方自治法第 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第５表

一 般 会 計 
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（一時借入金）

第５条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月 日 提出

八戸市長 熊 谷 雄 一

一 般 会 計 

第１ 出

00,000

　

 1 市 民 税 11

予

,500,000 12

　

,600,000 △1

算

,100,000

 2 固 定 資 産 税 15,000,000 14,800,000 200,000

 3 軽 自

表

動 車 税 725,000 645,000 80,000

　

 4 市 た ば こ 税 1,8

 

70,000 1,85

(

0,000 20,00

歳

0

 5

　

鉱 産 税 4,999 4,

入

999 0

)

 6 特 別 土 地 保 有 税

 

款

1 1 0

項

 2 地 方 譲 与 税 792

本

,000 765,00

　

0 27,000

 

 1 地 方 揮 発

　

油 譲 与 税 159,00

年

0 155,000 4,

　

000

 

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

　

512,000 498

歳

度

,000 14,000

前

 3 特

　

別 と ん 譲 与 税 54,0

 

00 58,000 △4

　

,000

年

 4 森 林 環 境 譲 与 税

　

67,000 54,0

 

00 13,000

　

 3 利 子 割

度

交 付 金 9,300 9,

　

比

400 △100

　

 1 利 子 割 交

　

付 金 9,300 9,4

　

00 △100

　

 4 配 当 割 交 付

較

金 52,000 107

千

,000 △55,00

円

0

 1

千

配 当 割 交 付 金 52,0

円

00 107,000 △

入

千

55,000

円

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 59,000 12,000 47

一

,000

般

 1 株 式 等 譲 渡 所 得

会

割 交 付 金 59,000

計

12,000 47,000

 6 法 人 事 業 税 交 付 金 4

　

36,000 480,000 △44,000

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 436

 

,000 480,00

1

0 △44,000

市

 7 地 方 消

税

費 税 交 付 金 5,771

2

,000 6,100,

9

000 △329,00

歳

,

0

 1

1

地 方 消 費 税 交 付 金 5,

0

771,000 6,1

0

00,000 △329

,

,000

0

 8 環 境 性 能 割 交 付

0

金 89,000 37,

0

000 52,000

2

 1 環 境

9

性 能 割 交 付 金 89,0

　

,

00 37,000 52

9

,000

0

 9 ゴ ル フ 場 利 用 税

0

交 付 金 1,500 2,

,

300 △800

000 △8
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（一時借入金）

第５条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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交 付 金 9,300 9,

　

比

400 △100

　

 1 利 子 割 交

　

付 金 9,300 9,4
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一般

等

00 20,000

所

 1 寄 附 金

在

80,000 60,0

市

00 20,000

助成交付金 485,000 485,

　

000 0

 

 1 国有提供施設等

(

所在市助成交付金 48

歳

5,000 485,0

　

00 0

入

11 地 方 特 例 交 付 金 1

)

,329,000 25

款

6,000 1,073

会

項

,000

本

 1 地 方 特 例 交 付 金

　

1,329,000 2

 

56,000 1,07

　

3,000

年

12 地 方 交 付 税 1

　

8,260,000 1

 

7,050,000 1

　

,210,000

度

 1 地 方 交

計

前

付 税 18,260,0

　

00 17,050,0

 

00 1,210,00

　

0

13

年

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付

　

金 30,000 33,

 

000 △3,000

　

 1 交 通

度

安 全 対 策 特 別 交 付 金 3

比

0,000 33,00

　

0 △3,000

　

14 分 担 金 及

　

び 負 担 金 124,05

　

5 137,936 △1

較

3,881

千

 1 負 担 金 124

円

,055 137,93

千

6 △13,881

円

15 使 用 料

千

及 び 手 数 料 1,382

円

,388 1,402,558 △20,170

 1 使 用 料 844,476 866,631 △22,155

 2 手 数 料 537,912 535,927 1,985

 

16 国 庫 支 出 金 19

1

,458,205 19

ゴ

,706,396 △2

ル

48,191

フ

 1 国 庫 負 担 金

場

15,787,827

利

15,852,704

用

△64,877

税

 2 国 庫 補 助

交

金 3,608,366

付

3,796,231 △

金

187,865

1

 3 委 託 金 6

,

2,012 57,46

5

1 4,551

0

17 県 支 出 金 7

0

,488,058 7,

2

516,555 △28

,

,497

3

 1 県 負 担 金 6,0

0

44,903 5,99

0

1,949 52,95

△

4

 2

8

県 補 助 金 1,077,

0

771 1,040,2

0

24 37,547

 3 委 託 金 365,384 484,382 △118,998

18 財 産 収 入 107,713 120,953 △13,240

1

 1 財 産 運 用 収

0

入 102,510 11

国

5,750 △13,2

有

40

 

提

2 財 産 売 払 収 入 5,2

供

03 5,203 0

施

19 寄 附 金

設

80,000 60,0

 1 繰 越 金 1 1 0

22

2

諸 収 入 1,805,3

0

86 1,708,04

繰

9 97,337

入

 1 延 滞 金 加

金

算 金 及 び 過 料 40,0

3

00 40,000 0

,

 2 市 預

3

金 利 子 1 1 0

一

6

 3 貸 付 金 元 利

0

収 入 1,037,68

,

2 1,045,820

3

△8,138

9

 4 受 託 事 業 収

4

入 111,048 11

2

7,047 △5,99

,

9

 5

6

雑 入 616,655 5

5

05,181 111,

般

2

474

,

23 市 債 5,880,

1

000 6,458,7

5

00 △578,700

2

 1 市

7

債 5,880,000

0

6,458,700 △

8

578,700

,

歳 　　　　

2

　　　　入 　　　　

会

4

　　　　合 　　　　

2

　　　　計 96,100,000 95,000,000 1,100,000

 

計

1 基 金 繰 入 金 3,360,394 2,652,152 708,242

21 繰 越 金 1 1 0
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一般

,475 591,742 △78,267

　

 2 総 務 費

 

6,488,734 5

(

,906,342 58

歳

2,392

　

 1 総 務 管 理 費 4

出

,282,416 3,

)

928,967 353

款

,449

会

項

 2 徴 税 費 1,37

本

1,069 1,018

　

,118 352,95

 

1

 3

　

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 6

年

51,281 542,

　

835 108,446

 

 4 選

　

挙 費 64,158 29

度

8,241 △234,

計

前

083

　

 5 統 計 調 査 費 51,

 

074 48,898 2

　

,176

年

 6 監 査 委 員 費 68

　

,501 69,077

 

△576

　

 7 諸 費 235 20

度

6 29

比

 3 民 生 費 38,32

　

3,148 37,62

　

8,066 695,0

　

82

 

　

1 社 会 福 祉 費 15,6

較

56,595 15,6

千

15,909 40,6

円

86

 

千

2 国 民 年 金 費 46,7

円

64 42,950 3,

千

814

円

 3 社 会 福 祉 施 設 費 253,198 250,024 3,174

 4 児 童 福 祉 費 15,737,621 15,134,946 602,675

 5 生 活 保 護 費 6,628,4

 

16 6,583,36

1

0 45,056

議

 6 災 害 救 助

会

費 554 877 △32

費

3

 4

5

衛 生 費 11,910,

1

960 11,950,

3

503 △39,543

,

 1 保

4

健 衛 生 費 8,527,

7

653 8,901,6

5

94 △374,041

5

 2 清

9

掃 費 3,383,30

1

7 3,048,809

,

334,498

7

 5 労 働 費 2

4

21,961 166,

2

312 55,649

△

 1 労 働

7

諸 費 221,961 1

8

66,312 55,6

,

49

 

2

6 農 林 水 産 業 費 1,5

6

55,144 1,71

7

8,934 △163,790

 1 農 業 費 977,379 951,457 25,922

 2 林 業 費 79,542 169,814 △90,272

 

 3 水 産 業 費

1

498,223 597

議

,663 △99,44

会

0

 7

費

商 工 費 3,928,9

5

24 3,962,74

1

3 △33,819

3

,857 797,542 △6,685

 

 2 道 路 橋 り

1

ょ う 費 3,244,7

商

09 3,561,05

工

4 △316,345

費

 3 港 湾

3

費 182,052 13

,

4,566 47,48

9

6

 4

一

2

都 市 計 画 費 4,084

8

,847 5,844,

,

930 △1,760,

9

083

2

 5 住 宅 費 641,4

4

79 635,193 6

3

,286

,

 6 河 川 費 280,

9

710 224,505

6

56,205

般

2

 9 消 防 費 3,

,

361,004 3,1

7

62,657 198,

4

347

3

 1 消 防 費 3,361

△

,004 3,162,

3

657 198,347

3

10 教

,

育 費 10,901,6

8

05 8,975,88

会

1

9 1,925,716

9

 1 教 育 総 務 費 1,912,600 1,700,977 211,623

 2 小 学 校 費 1,861,907 982,397 879,510

 

 3 中 学 校 費 54

計

8

6,035 579,0

土

40 △33,005

木

 4 幼 稚

費

園 費 14,610 9,

9

000 5,610

,

 5 社 会 教

2

育 費 3,272,76

2

4 2,889,246

4

383,518

,

 6 保 健 体 育

6

費 3,293,689

5

2,815,229 4

4

78,460

1

11 災 害 復 旧 費

1

1 1 0

,

 1 災 害 復 旧 費 1 1 0

1

12 公

9

債 費 9,169,62

7

1 9,238,184

,

△68,563

7

 1 公 債 費 9

9

,169,621 9,

0

238,184 △68

△

,563

1

13 諸 支 出 金 450

,

,769 450,83

9

7 △68

7

 1 公 営 企 業 費 45

3

0,769 450,8

,

37 △68

1

14 予 備 費 50,

3

000 50,000 0

6

 1 予 備 費 50,000 50,000 0

歳 　　　　　　　　出 　　　　　　　　合 　　　　　　　　計 96,100,000 95,000,

 

000 1,100,0

1

00

土 木 管 理 費 790
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930 △1,760,

9

083

2

 5 住 宅 費 641,4

4

79 635,193 6

3

,286

,

 6 河 川 費 280,

9

710 224,505

6

56,205

般

2

 9 消 防 費 3,

,

361,004 3,1

7

62,657 198,

4

347

3

 1 消 防 費 3,361

△

,004 3,162,

3

657 198,347

3

10 教

,

育 費 10,901,6

8

05 8,975,88

会

1

9 1,925,716

9

 1 教 育 総 務 費 1,912,600 1,700,977 211,623

 2 小 学 校 費 1,861,907 982,397 879,510

 

 3 中 学 校 費 54

計

8

6,035 579,0

土

40 △33,005

木

 4 幼 稚

費

園 費 14,610 9,

9

000 5,610

,

 5 社 会 教

2

育 費 3,272,76

2

4 2,889,246

4

383,518

,

 6 保 健 体 育

6

費 3,293,689

5

2,815,229 4

4

78,460

1

11 災 害 復 旧 費

1

1 1 0

,

 1 災 害 復 旧 費 1 1 0

1

12 公

9

債 費 9,169,62

7

1 9,238,184

,

△68,563

7

 1 公 債 費 9

9

,169,621 9,

0

238,184 △68

△

,563

1

13 諸 支 出 金 450

,

,769 450,83

9

7 △68

7

 1 公 営 企 業 費 45

3

0,769 450,8

,

37 △68

1

14 予 備 費 50,

3

000 50,000 0

6

 1 予 備 費 50,000 50,000 0

歳 　　　　　　　　出 　　　　　　　　合 　　　　　　　　計 96,100,000 95,000,

 

000 1,100,0

1

00

土 木 管 理 費 790
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千円 千円 

保 健 体 育 費 新井田インドアリンク冷却設備更新事業

令和６年度

261,800

最 終 処 分 場 整 備 事 業

令和６年度 79,200

396,000

令和７年度 316,800

一 般 会 計

610　教　育  費

令和７年度

第 ２ 表　      　継　　　続　　　費

款 事　　業　　名 総　　額 年　　度 年　割　額項

104,720

157,080

4　衛　生  費 2 清　　掃　　費　

–11-



千円

交

第　３　表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

土 地 鑑 定 業 務 等 委 託 料
令和７年度から
令和８年度まで

固 定 資 産 評 価 支 援 業 務 委 託 料
令和７年度から
令和８年度まで

戸 籍 入 力 等 業 務 委 託 料

令 和 ６ 年 度 保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金 令和７年度

令和６年度から
令和７年度まで

令 和 ６ 年 度 離 職 者 雇 用 奨 励 金
令和６年度から 交付対象者１人につき10千円を対象月(12か月以内)に乗じて

得た額令和８年度まで

令和６年度看護師等修学資金貸付金
令和７年度から
令和９年度まで

令 和 ６ 年 度 障 が い 者 雇 用 奨 励 金
令和６年度から

交付対象者１人につき10千円（短時間労働の障がい者について
は６千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額、ただし重度
障がい者については１人につき20千円（短時間労働の重度障が
い者については12千円）を対象月(12か月以内)に乗じて得た額

令和８年度まで

令和６年度新規高等学校卒業者雇用奨励金
令和６年度から 交付対象者１人につき10千円を対象月(12か月以内)に乗じて

得た額令和８年度まで

一 般 会 計 –12-



一 般 会 計

千円

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令和６年度マル経融資利子補給事業補助金
令和６年度から 令和６年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和10年度まで

学校図書館ネットワークシステム使用料
令和６年度から
令和７年度まで

令和６年度創業融資利子補給事業補助金
令和６年度から 令和６年度の融資に係る各年度の融資残高に1.0%以内を乗じて

得た額令和10年度まで

農業者収入保 険加 入促 進事 業補助金
令和６年度から 交付対象者１人につき年額の保険料及び付加保険料の３分の１

を乗じて得た額令和９年度まで

令 和 ６ 年 度 ほ ん の り 温 っ た か
八 戸 移 住 計 画 支 援 事 業
（ 住 宅 費 助 成 金 ）

令和６年度から 交付対象１件につき月額30千円又は40千円を対象月（6か月以
内）に乗じて得た額令和７年度まで

令和６年度農業近代化資金利子補給補助金
令和６年度から 令和６年度の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの各期間

における融資平均残高に0.7%以内を乗じて得た額令和９年度まで

〃 〃 〃

港 湾 整 備 事 業 148,600 〃 〃 〃

〃 〃

48,300

〃 〃 〃

〃

〃

住 宅 建 設 事 業 189,000

森 林 保 護 施 設 整 備 事 業 6,200

観 光 施 設 整 備 事 業 154,500

消 防 施 設 整 備 事 業

252,100

110,800

排 水 路 事 業 54,600

小 学 校 整 備 事 業

2,400

漁 港 整 備 事 業 40,900

観 光 事 業

労 働 施 設 整 備 事 業 6,700

農 業 振 興 事 業 60,900

農 業 整 備 事 業 120,800

清 掃 事 業 78,800

社 会 福 祉 事 業 159,100

児 童 福 祉 事 業 185,100

限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　第　４　表　　　　地　　方　　債

起債の方法 利率（年利） 償還の方法起債の目的（事業名）

（ただし、利率見直し方式で借り入れる
資金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

千円 ％

 証書借入又は証券発行 ５．０以内 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすることができる。

203,400

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

河 川 改 修 事 業 171,600

道 路 橋 り ょ う 事 業 1,512,600

都 市 計 画 事 業

〃 〃

〃

社 会 教 育 事 業 689,100

保 健 体 育 事 業 122,400

〃 〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

610,000 〃 〃

合 計

〃

〃

5,880,000

〃

〃 〃

〃

〃

商 工 施 設 整 備 事 業 952,100 〃 〃 〃

臨 時 財 政 対 策 債

一 般 会 計
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〃 〃 〃

港 湾 整 備 事 業 148,600 〃 〃 〃

〃 〃

48,300

〃 〃 〃

〃

〃

住 宅 建 設 事 業 189,000

森 林 保 護 施 設 整 備 事 業 6,200

観 光 施 設 整 備 事 業 154,500

消 防 施 設 整 備 事 業

252,100

110,800

排 水 路 事 業 54,600

小 学 校 整 備 事 業

2,400

漁 港 整 備 事 業 40,900

観 光 事 業

労 働 施 設 整 備 事 業 6,700

農 業 振 興 事 業 60,900

農 業 整 備 事 業 120,800

清 掃 事 業 78,800

社 会 福 祉 事 業 159,100

児 童 福 祉 事 業 185,100

限度額

　　　　　　　　　　　　　　　　第　４　表　　　　地　　方　　債

起債の方法 利率（年利） 償還の方法起債の目的（事業名）

（ただし、利率見直し方式で借り入れる
資金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

千円 ％

 証書借入又は証券発行 ５．０以内 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすることができる。

203,400

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

河 川 改 修 事 業 171,600

道 路 橋 り ょ う 事 業 1,512,600

都 市 計 画 事 業

〃 〃

〃

社 会 教 育 事 業 689,100

保 健 体 育 事 業 122,400

〃 〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

610,000 〃 〃

合 計

〃

〃

5,880,000

〃

〃 〃

〃

〃

商 工 施 設 整 備 事 業 952,100 〃 〃 〃

臨 時 財 政 対 策 債

一 般 会 計
–14-



令 和 ６ 年 度

八戸市自動車運送事業会計予算
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議案第 ３ 号

第１条　　令和６年度八戸市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)年度末在籍車両数 111 両

(2)年間営業走行キロメートル 3,318 千キロメートル

(3)年間輸送人員 5,140 千人

(4)一日平均輸送人員 14,082 人

(5)主要な建設改良事業 （イ） 乗合バス購入費 23,670 千円

（ロ） 行先表示器及びドライブレコーダー等更新事業 40,730 千円

（ハ） バスダイヤ編成システム更新事業 26,000 千円

（ニ） 旭ヶ丘営業所管理棟外空調設備設置事業 81,600 千円

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事   業   収   益 1,406,300 千円 第１款　 事    業    費 1,852,774 千円

　第１項　 営 業 収 益 942,752 千円 　第１項　 営 業 費 用 1,829,896 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 463,548 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 22,878 千円

令令和和６６年年度度八八戸戸市市自自動動車車運運送送事事業業会会計計予予算算

(業務の予定量)

支　　    出収　    　入

(総　　　則)

(収益的収入及び支出)

自動車運送事業会計
–16-



自動車運送事業会計

第４条  　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 34,631千円は、損益勘定留保資金

　 で補填するものとする。)

第１款　 資 本 的 収 入 千円 第１款　 資 本 的 支 出 千円

　第１項　 企 業 債 千円 　第１項　 建 設 改 良 費 千円

　第２項　 出 資 金 千円 　第２項　 企 業 債 償 還 金 千円

　第３項　 投 資 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起  債  の  方  法

第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用

支　　    出

起  債  の  目  的 限      度      額 利　率（年　利）

(資本的収入及び支出)

(企　業　債)

収　    　入

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

償      還      の      方      法

(一時借入金)

5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率の見直しを
行った後においては、当該見直し
後の利率）

建 設 改 良 資 金 172,000千円 証書借入又は証券発行

据置期間を含め13年以内において元利
均等、元金均等又は満期一括償還す
る。ただし、企業財政の都合により据
置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすること
ができる。

–17-



　　　(1)　　職員給与費 1,139,460 千円

第９条　　八戸市自動車運送事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 376,000千円である。

第10条　　たな卸資産購入限度額は、8,903千円と定める。

　 　

　　　八戸市長　　熊 谷  雄 一

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

(他会計からの補助金)

(たな卸資産購入限度額)

令和６年２月27日　提出

第８条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

　は、議会の議決を経なければならない。

自動車運送事業会計

自動車運送事業会計

第４条  　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 34,631千円は、損益勘定留保資金

　 で補填するものとする。)

第１款　 資 本 的 収 入 千円 第１款　 資 本 的 支 出 千円

　第１項　 企 業 債 千円 　第１項　 建 設 改 良 費 千円

　第２項　 出 資 金 千円 　第２項　 企 業 債 償 還 金 千円

　第３項　 投 資 千円

第５条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起  債  の  方  法

第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用

支　　    出

起  債  の  目  的 限      度      額 利　率（年　利）

(資本的収入及び支出)

(企　業　債)

収　    　入

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

償      還      の      方      法

(一時借入金)

5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率の見直しを
行った後においては、当該見直し
後の利率）

建 設 改 良 資 金 172,000千円 証書借入又は証券発行

据置期間を含め13年以内において元利
均等、元金均等又は満期一括償還す
る。ただし、企業財政の都合により据
置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えすること
ができる。
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令 和 ６ 年 度

八戸市立市民病院事業会計予算
 

–19-



市民病院事業会計 

議 案 第 ４ 号 

令令和和 年年度度八八戸戸市市立立市市民民病病院院事事業業会会計計予予 算算

（総 則） 
第１条 令和６年度八戸市立市民病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
（業務の予定量） 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

病 床 数 床

年 間 延 患 者 数 入 院 人 外 来 人

日平均患者数 入 院 人 外 来 人

主要な建設改良費 （イ）病院施設整備事業 千円

（ロ）病院設備整備事業 千円

 
（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 支 出

第１款 事 業 収 益 千円 第１款 事 業 費 千円

第１項 医 業 収 益 千円 第１項 医 業 費 用 千円

第２項 医業外収益 千円 第２項 医業外費用 千円

第３項 特 別 利 益 千円
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市民病院事業会計 

（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 千円は、

損益勘定留保資金等で補填するものとする。）

収 入 支 出

第１款 資本的収入 千円 第１款 資本的支出 千円

第１項 企 業 債 千円 第１項 建設改良費 千円

第２項 負 担 金 千円 第２項 企業債償還金 千円

第３項 投 資 千円

（企 業 債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率（年利） 償 還 の 方 法

病院設備整備事業 千円 証書借入又は証券発行 ％以内
据置期間を含め 年以内に元利均等又は元金

均等償還する。

（一 時 借 入 金）

第６条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

医業費用・医業外費用

市民病院事業会計 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の

金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 千円

交 際 費 千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。

 
（重要な資産の取得及び処分）

第 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

取得する資産 医 療 機 器 3.0T MRI                         一式 
医 療 機 器 内視鏡手術用ロボット支援機器 一式 
医 療 機 器 ナースコールシステム   一式 

 
 
令和６年２月 日 提出

 

八 戸 市 長 熊 谷 雄 一 
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市民病院事業会計 

（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 千円は、

損益勘定留保資金等で補填するものとする。）

収 入 支 出

第１款 資本的収入 千円 第１款 資本的支出 千円

第１項 企 業 債 千円 第１項 建設改良費 千円

第２項 負 担 金 千円 第２項 企業債償還金 千円

第３項 投 資 千円

（企 業 債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率（年利） 償 還 の 方 法

病院設備整備事業 千円 証書借入又は証券発行 ％以内
据置期間を含め 年以内に元利均等又は元金

均等償還する。

（一 時 借 入 金）

第６条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

医業費用・医業外費用

市民病院事業会計 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の

金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 千円

交 際 費 千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。

 
（重要な資産の取得及び処分）

第 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

取得する資産 医 療 機 器 3.0T MRI                         一式 
医 療 機 器 内視鏡手術用ロボット支援機器 一式 
医 療 機 器 ナースコールシステム   一式 

 
 
令和６年２月 日 提出

 

八 戸 市 長 熊 谷 雄 一 
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令 和 ６ 年 度

八戸市下水道事業会計予算
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議案第 ５ 号

第１条　　令和６年度八戸市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数 64,860 戸

(2) 年間総排水量 21,755,500 ㎥

(3) 一日平均排水量 59,604 ㎥

(4) 主な建設改良事業 (イ) 管路建設改良事業 3,629,726 千円

(ロ) 処理場建設改良事業 156,000 千円

(ハ) ポンプ場建設改良事業 670,000 千円

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　 事 業 収 益 7,529,141 千円 第１款　 事 業 費 7,290,190 千円

　第１項　 営 業 収 益 3,928,123 千円 　第１項　 営 業 費 用 6,925,238 千円

　第２項　 営 業 外 収 益 3,590,186 千円 　第２項　 営 業 外 費 用 364,951 千円

　第３項　 特 別 利 益 10,832 千円 　第３項　 特 別 損 失 1 千円

支　　    出収　    　入

令令和和６６年年度度八八戸戸市市下下水水道道事事業業会会計計予予算算

　　(総　　　則)

　　(業務の予定量)

　　(収益的収入及び支出)

下水道事業会計
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下水道事業会計

　　　   　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　2,697,507千円は、損益勘定

　 留保資金等で補填するものとする。)

第１款　 5,852,591 千円 第１款　 8,550,098 千円

　第１項　 4,253,600 千円 　第１項　 4,769,880 千円

　第２項　 29,071 千円 　第２項　 18 千円

　第３項　 1,485,200 千円 　第３項　 3,780,200 千円

　第４項　 84,720 千円

第５条  　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

　　(資本的収入及び支出)

収　    　入 支　　    出

資 本 的 収 入

企 業 債

他 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

　　(継　続　費)

款 項 事業名

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

投 資

企 業 債 償 還 金

1 資本的支出 1 建設改良費 沢里地区下水道整備事業

千円

250,000

総額 年割額

千円

100,000

150,000

年度

令和 ６ 年度

令和 ７ 年度

第４条
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第６条  　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起  債  の  方  法

　　(一時借入金)

第７条　　一時借入金の限度額は、　8,000,000千円と定める。

　　(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　(1)　　営業費用・営業外費用・特別損失

　　(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

　　　(1)　　職員給与費 477,064 千円

　　(他会計からの補助金)

　　　    　八戸市下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,020,000千円である。

令和６年２月27日  提出

　　　八戸市長　　熊谷　　雄一

償      還      の      方      法

据置期間を含め40年以内に元利均等、
元 金 均 等 又 は 満 期一 括償 還 す る 。
ただし、企業財政の都合により据置期間
及び償還期間を短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換えすることができる。

　議会の議決を経なければならない。

第９条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

　　(企　業　債)

起債の目的 利        率

下水道事業

限      度      額

4,253,600千円
証書借入

又は
証券発行

年　5.0％以内

（ た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で
借り入れる 資金について、利率
の見直しを行った後において
は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ）

第10条

下水道事業会計
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市国民健康保険特別会計予算 
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議 案 第 ６ 号

　令和６年度八戸市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　(1)  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　提出

国民健康保険特別会計

令和６年度八戸市国民健康保険特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,444,100千円と定める。

（歳出予算の流用）

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月 27日
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第１ 出

480,000 △19

　

8,368

予

 1 国 民 健 康 保 険

　

税 3,281,632

算

3,480,000 △198,368

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 31 81 △50

 1 手 数 料 31 81 △50

表

 3 国 庫 支 出 金 2,642 0 2,642

　

 1 国 庫 補 助 金 2

 

,642 0 2,642

(

 4 県

歳

支 出 金 15,468,

　

245 15,985,

入

733 △517,48

)

8

 1

 

款

県 補 助 金 15,468

項

,245 15,985

本

,733 △517,4

　

88

 

 

5 財 産 収 入 98 98 0

　

 1 財

年

産 運 用 収 入 98 98 0

　

 6 繰

 

入 金 2,611,42

　

0 2,405,373

歳

度

206,047

前

 1 他 会 計 繰

　

入 金 2,111,42

 

0 2,157,070

　

△45,650

年

 2 基 金 繰 入

　

金 500,000 24

 

8,303 251,6

　

97

 

度

7 繰 越 金 1 1 0

　

比

 1 繰 越 金 1

　

1 0

 

　

8 諸 収 入 80,031

　

84,714 △4,6

　

83

 

較

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び

千

過 料 60,700 60

円

,700 0

千

 2 雑 入 19,3

円

31 24,014 △4

入

千

,683

円

歳 　　　　　　　　入 　　　　　　　　合 　　　　　　　

国

　計 21,444,1

民

00 21,956,0

健

00 △511,900

康保険

　

特別会計

歳

 1 国 民 健 康 保 険 税 3

　

,281,632 3,
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国民

務 管 理 費 240,985 215,420 25,565

 2 徴 収 費 123,779 120,626 3,153

 3 運 営 協 議 会 費 1,337 1,263

　

74

 

 

2 保 険 給 付 費 15,1

健

(

38,237 15,6

歳

71,793 △533

　

,556

出

 1 療 養 諸 費 13,

)

165,408 13,

款

568,623 △40

項

3,215

本

 2 高 額 療 養 費 1

　

,902,210 2,

 

036,001 △13

康

　

3,791

年

 3 移 送 費 100

　

150 △50

 

 4 出 産 育 児 諸

　

費 45,019 45,

度

019 0

前

 5 葬 祭 諸 費 24,

　

500 19,000 5

 

,500

　

 6 傷 病 手 当 金 1,

保

年

000 3,000 △2

　

,000

 

 3 国 民 健 康 保 険 事

　

業 費 納 付 金 5,752

度

,203 5,751,

比

360 843

　

 1 医 療 給 付 費

　

分 3,825,250

　

3,848,990 △

　

23,740

険

較

 2 後 期 高 齢 者

千

支 援 金 等 分 1,408

円

,693 1,439,

千

180 △30,487

円

 3 介

千

護 納 付 金 分 518,2

円

60 463,190 55,070

 4 保 健 事 業 費 164,460 172,

特

434 △7,974

 1 保 健 事 業 費 46,846 47,305 △459

 2 特 定

 

健 康 診 査 等 事 業 費 11

1

7,614 125,1

総

29 △7,515

務

 5 基 金 積

費

立 金 99 99 0

別

3

 1 基 金 積 立

6

金 99 99 0

6

 6 諸 支 出 金 2

,

3,000 23,00

1

0 0

 

0

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

1

金 23,000 23,

3

000 0

37

共

会

,

同 事 業 拠 出 金 0 5 △5

309

共 同 事 業 拠

2

出 金 0 5 △5

8

歳 　　　　　

,

　　　出 　　　　　

7

　　　合 　　　　　

9

　　　計 21,444

2

,100 21,956

計

,000 △511,900

 1 総
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令 和 ６ 年 度 

 

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算 
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議 案 第 ７ 号

　令和６年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計

八戸市長 　熊　谷　雄　一

（地 方 債）

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

令和６年２月27日

令和６年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 298,600千円と定める。

–32-
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

魚 市 場 整 備 事 業 57,700
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

地方卸売市場八戸市魚市場特別会計 –35-



 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

八戸市      特別会計予算 
  

都 市 計 画 
土地区画整理事業 
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議 案 第 ８ 号

　令和６年度八戸市の都市計画土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

都市計画土地区画整理事業特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

　熊　谷　雄　一八戸市長

令和６年２月27日

令和６年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,749,500千円と定める。

（地 方 債）
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

土 地 区 画 整 理 事 業 948,100
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

都市計画土地区画整理事業特別会計 –40-



 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

八戸市学校給食特別会計予算 
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議 案 第 ９ 号

　令和６年度八戸市の学校給食特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

学校給食特別会計

令和６年度八戸市学校給食特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,207,300千円と定める。

（地 方 債）

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

令和６年２月27日

八戸市長 　熊　谷　雄　一
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市駐車場特別会計予算 
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市駐車場特別会計予算 
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議 案 第 10 号

　令和６年度八戸市の駐車場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

駐車場特別会計

令 和 ６ 年 度 八 戸 市 駐 車 場 特 別 会 計 予 算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 182,800千円と定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月27日
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市中央卸売市場特別会計予算 
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議 案 第 11 号

　令和６年度八戸市の中央卸売市場特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

中央卸売市場特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月27日

令和６年度八戸市中央卸売市場特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 432,900千円と定める。

（地 方 債）

–50-



–51-



–52-



 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

中 央 卸 売 市 場 整 備 事 業 202,400
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

中央卸売市場特別会計 –53-



 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

八戸市霊園特別会計予算 
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議 案 第 12 号

　令和６年度八戸市の霊園特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

霊園特別会計

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月27日

令 和 ６ 年 度 八 戸 市 霊 園 特 別 会 計 予 算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 50,600千円と定める。
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市介護保険特別会計予算 
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議 案 第 13 号

　令和６年度八戸市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　(1)  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　提出

介護保険特別会計

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月 27日

令和６年度八戸市介護保険特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,981,600千円と定める。

（歳出予算の流用）
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第１ 出

9 △213,045

　

 1 介 護

予

保 険 料 4,381,9

　

84 4,595,02

算

9 △213,045

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2 2 0

 1 手 数 料 2 2 0

 3 国 庫 支 出 金 5,

表

217,795 5,185,674 32,121

 

　

1 国 庫 負 担 金 3,83

 

0,561 3,824

(

,211 6,350

歳

 2 国 庫

　

補 助 金 1,387,2

入

34 1,361,46

)

3 25,771

 

款

 4 支 払 基 金

項

交 付 金 5,713,7

本

38 5,713,24

　

2 496

 

 1 支 払 基 金 交 付 金

　

5,713,738 5

年

,713,242 49

　

6

 5

 

県 支 出 金 2,992,

　

865 2,998,8

歳

度

41 △5,976

前

 1 県 負 担

　

金 2,864,441

 

2,870,791 △

　

6,350

年

 2 県 補 助 金 12

　

8,424 128,0

 

50 374

　

 6 財 産 収 入 20

度

0 183 17

　

比

 1 財 産 運 用 収

　

入 200 183 17

　

 7 繰 入

　

金 3,673,969

　

3,419,413 2

較

54,556

千

 1 他 会 計 繰 入

円

金 3,394,635

千

3,419,413 △

円

24,778

入

千

 2 基 金 繰 入 金

円

279,334 0 279,334

 8 繰 越 金 1 1 0

介

 1 繰

護

越 金 1 1 0

保

 9 諸 収 入 1,0

険

46 515 531

特

 1 延 滞 金

別

、 加 算 金 及 び 過 料 1 1

　

会

0

 2

計

雑 入 1,045 514 531

歳 　　　　　　　　入 　　　　　　　　合 　　　　　　　　計 21,981,600 21,912,90

 

0 68,700

1

歳

保 険 料 4,381,9

　

84 4,595,02
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介護

理 費 268,251 211,886 56,365

 2 徴 収 費 21,157 18,740 2,417

 3

　

要 介 護 認 定 経 費 167

 

,458 161,25

(

9 6,199

歳

 2 保 険 給 付 費

保

　

20,600,000

出

20,600,000

)

0

 1

款

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1

項

9,363,200 1

本

9,424,000 △

　

60,800

 

 2 介 護 予 防 サ

　

ー ビ ス 等 諸 費 215,

年

400 234,800

険

　

△19,400

 

 3 そ の 他 諸

　

費 22,000 22,

度

400 △400

前

 4 高 額 介 護

　

サ ー ビ ス 等 費 491,

 

600 466,200

　

25,400

年

 5 高 額 医 療 合

　

算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 6

特

 

0,200 59,20

　

0 1,000

度

 6 特 定 入 所 者

比

介 護 サ ー ビ ス 等 費 44

　

7,600 393,4

　

00 54,200

　

 3 地 域 支

　

援 事 業 費 864,96

較

3 862,228 2,

千

735

別

円

 1 介護予防・生活支

千

援サービス事業費 47

円

7,664 480,2

千

05 △2,541

円

 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 80,834 76,286 4,548

 3 包 括 的 支 援 事 業 等 費 302,895 30

会

2,015 880

 4 そ の 他 諸 費 3,570 3,7

 

22 △152

1

 4 基 金 積 立 金

総

200 183 17

務

 1 基 金 積

費

立 金 200 183 17

4

 5 諸

5

支 出 金 59,571 5

計

6

8,604 967

,

 1 償 還 金

8

及 び 還 付 加 算 金 59,

6

571 58,604 9

6

67

歳

3

 　　　　　　　　出

9

 　　　　　　　　合

1

 　　　　　　　　計

,

21,981,600

8

21,912,900

8

68,700

5 64,981

 1 総 務 管

 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算 
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算 
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議 案 第 14 号

　令和６年度八戸市の国民健康保険南郷診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

国民健康保険南郷診療所特別会計

令和６年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 181,700千円と定める。

（地 方 債）

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月 27日
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第１ 出

4,969 2,588

　

 1 外

予

来 収 入 132,307

　

131,399 908

算

 2 そ の 他 の 診 療 収 入 25,250 23,570 1,680

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 200 120 80

表

 1 手 数 料 200 120 80

 3 繰 越

　

金 1 1 0

 

 1 繰 越 金 1 1 0

(

 4 諸 収

歳

入 6,442 5,31

　

0 1,132

入

 1 受 託 事 業 収

)

入 4,030 3,00

 

款

8 1,022

項

 2 雑 入 2,4

本

12 2,302 110

　

 5 市

 

債 17,500 21,

　

300 △3,800

年

 1 市 債

　

17,500 21,3

 

00 △3,800

　

歳 　　　

歳

度

　　　　　入 　　　

前

　　　　　合 　　　

　

　　　　　計 181,

 

700 181,700

　

0

年　 　度

　

比　　　　較

千円 千円

入

千円

国民健康保険

　

南郷診療所特別会計

歳

 1 診 療 収

　

入 157,557 15
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国民 所

 1 施 設 管 理 費 13

特

9,954 133,5

別

78 6,376

会

 2 医 業 費 3

計

5,571 43,302 △7,731

 1 医 業 費 35,571 43,302 △7,731

 3 公 債 費 6

健

,175 4,820 1,355

 1 公 債 費 6,17

　

5 4,820 1,35

 

5

歳 

(

　　　　　　　　出 

歳

　　　　　　　　合 

　

　　　　　　　　計 1

出

81,700 181,

)

700 0

康

款 項 本　 　年　 　

保

度 前　 　年　 　度

険

比　　　　較

千円 千円

南

千円

郷

 1 総 務 費 139,9

診

54 133,578 6

療

,376

–65-



 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

　　　　地 　　方 　　債

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

南 郷 診 療 所 整 備 事 業 17,500
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険南郷診療所特別会計
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市後期高齢者医療特別会計予算 
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議 案 第 15 号

　令和６年度八戸市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　提出

後期高齢者医療特別会計

令和６年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,413,400千円と定める。

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月 27日
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第１ 出

76 2,170,46

　

0 200,016

予

 1 後 期 高

　

齢 者 医 療 保 険 料 2,3

算

70,476 2,170,460 200,016

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0

 1 手 数 料 1 1 0

表

 3 国 庫 支 出 金 33,528 3,080 30,448

　

 1 国 庫 補

 

助 金 33,528 3,

(

080 30,448

歳

 4 繰 入

　

金 1,003,151

入

886,958 116

)

,193

 

款

 1 他 会 計 繰 入 金 1

項

,003,151 88

本

6,958 116,1

　

93

 

 

5 繰 越 金 1 1 0

　

 1 繰 越 金 1

年

1 0

 

　

6 諸 収 入 6,243 6

 

,200 43

　

 1 延 滞 金 、 加

歳

度

算 金 及 び 過 料 200 2

前

00 0

　

 2 償 還 金 及 び 還 付 加

 

算 金 6,000 6,0

　

00 0

年

 3 雑 入 43 0 43

　

歳 　　

 

　　　　　　入 　　

　

　　　　　　合 　　

度

　　　　　　計 3,4

　

比

13,400 3,06

　

6,700 346,7

　

00

　　較

千円 千円

入

千円

後期高齢者医

　

療特別会計

歳

 1 後 期 高 齢 者 医 療

　

保 険 料 2,370,4
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後期 計

務 管 理 費 50,406 55,229 △4,823

 2 徴 収 費 53,664 24,742 28,922

 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 3,303,330 2,980,

　

729 322,601

高

 

 1 後

(

期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

歳

納 付 金 3,303,3

　

30 2,980,72

出

9 322,601

)

 3 諸 支 出

款

金 6,000 6,00

項

0 0

 

本

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

　

金 6,000 6,00

齢

 

0 0

歳

　

 　　　　　　　　出

年

 　　　　　　　　合

　

 　　　　　　　　計

 

3,413,400 3

　

,066,700 34

度

6,700

前　 

者

　年　 　度 比　　　

医

　較

千円 千円 千円

療

 1 総 務

特

費 104,070 79

別

,971 24,099

会

 1 総
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令 和 ６ 年 度 

 

八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 
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議 案 第 16 号

　令和６年度八戸市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

第３条

　地方債」による。

　提出

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年２月 27日

（地 方 債）

令和６年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 67,900千円と定める。

（債務負担行為）

地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。
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第１ 出

7,396 △1,90

　

3

 1

予

他 会 計 繰 入 金 15,4

　

93 17,396 △1

算

,903

 2 繰 越 金 1 1 0

 1 繰 越 金 1 1 0

 3 諸 収 入 33,806 46,903 △1

表

3,097

 1 貸 付 金 元 利 収 入 33,803 46,

　

900 △13,097

 

 2 雑

(

入 3 3 0

歳

 4 市 債 18,60

　

0 22,200 △3,

入

600

)

 1 市 債 18,600

 

款

22,200 △3,6

項

00

歳

本

 　　　　　　　　入

　

 　　　　　　　　合

 

 　　　　　　　　計

　

67,900 86,5

年

00 △18,600

　 　

歳

度 前　 　年　 　度

　

比　　　　較

千円 千円

入

千円

母子父子寡婦

　

福祉資金貸付事業特別

歳

会計

 1

　

繰 入 金 15,493 1
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母子 貸

総 務 費 6,200 6,

付

230 △30

事

 2 母 子 父 子 寡

業

婦 福 祉 資 金 貸 付 費 51

特

,720 45,145

別

6,575

会

 1 母 子 父 子 寡 婦

計

福 祉 資 金 貸 付 費 51,720 45,145 6,575

父

 3 公 債 費 9,980 35,125 △25,145

 1 公 債 費 9,980 35,125 △25,145

　

歳 　　　　　　　

 

　出 　　　　　　　

(

　合 　　　　　　　

歳

　計 67,900 86

子

　

,500 △18,60

出

0

)

款 項 本　 　年

寡

　 　度 前　 　年　

婦

 　度 比　　　　較

千

福

円 千円 千円

祉

 1 総 務 費 6,

資

200 6,230 △3

金

0

 1
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　第２表

千円

債　務　負　担　行　為

令 和 ６ 年 度 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金
令和７年度から

13,100
令和12年度まで

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　度　　　　　　額

令 和 ６ 年 度 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金
令和７年度から

41,900
令和12年度まで

令 和 ６ 年 度 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金
令和７年度から

6,600
令和10年度まで

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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 第３表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

福 祉 資 金 貸 付 事 業 18,600
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

　　　　地 　　方 　　債

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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八戸市産業団地造成事業特別会計予算 
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議 案 第 17 号

　令和６年度八戸市の産業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

第２条

　地方債」による。

　提出

産業団地造成事業特別会計

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

令和６年２月27日

八戸市長 　熊　谷　雄　一

令和６年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算

（歳入歳出予算）

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 302,000千円と定める。

（地 方 債）
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 第２表

限 度 額 起債の方法 利 率 （ 年 利 ） 償 還 の 方 法

千円 ％

５．０以内

　（ただし、利率見直し方式で借り入れる
　資金について、利率の見直しを行った後
　においては、当該見直し後の利率）

　　　　地 　　方 　　債

起 債 の 目 的 （ 事 業 名 ）

産 業 団 地 整 備 事 業 283,600
証書借入

又は
証券発行

　 据置期間を含め30年以内において元利均等、元金
　 均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都
　 合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰
　 上償還もしくは低利に借換えすることができる。

産業団地造成事業特別会計 –81-




